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在宅医療支援センター便り第５号     
 

 

 

在宅医療支援センターは、住み慣れた地域で最期まで、その人らしい療養生活を

送ることを支えるために、情報の提供や、多くの職種との連携を図って、スムーズ

な在宅医療ができるようにコーディネートの業務を行っています。 

地域の病院・診療所や、ケアマネジャー、介護職、薬局、訪問看護ステーション

など、「医療・介護の関係者の方を通じて」ご相談を受けて、在宅医療

機関の紹介、退院の支援、受診の相談などを業務としています。 

 

 第５号は、「高齢者施設」について取り上げます。 

 

 高齢者が利用できる施設としては、様々なものがあります。それぞ

れの施設は、身体状況、経済的条件などによって、利用できるところが異なりま

す。又、介護保険の対象となる施設、そうでない施設もあり、同じような名称の施

設でも施設による違いが大きいものもあります。 
 

認定区分の目安として、身体状況等については、下記をご参照下さい。（2023年 2月現在） 

 

 

軽 重

介護度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要介護・要支援

の状態（例）

●身の回りのことは自

分ででき、近隣には一

人で外出もできるが心

身に支障があり、家事

等に何らかの支援が必

要。

●身の回りのことはお

おむね自分でできる

が、心身に支障があ

り、日常生活の一部に

支援が必要。

●歩行が不安定で、入

浴・着替えなどの身の回

りのことに一部介助が必

要。

●体の動きに大きな問題

はないが、認知機能の低

下が見られ、生活に支障

が出ている。

●自力での立ち上がりや

歩行が困難で、入浴や着

替え・排泄にも部分的に

介助が必要だが、座った

状態ならばある程度自分

のことができる。

●認知機能・理解力の低

下があり、生活に支障が

出ている。

●自力では歩くことが

できず、排せつにも全

面的に介助が必要であ

り、生活の多くの部分

に介助が必要。

●認知機能・理解力の

低下があり、生活に支

障が出ている。

●寝たきりに近い状態

だが、座って過ごす時

間もあり、自分で食事

をとることができる。

●認知機能・理解力の

低下があり、生活に支

障が出ている。

●日常的に寝たきり

で、食事を含め日常生

活すべてに介助が必

要。

●認知機能・理解力の

低下があり、生活に支

障が出ている。

身の回りの世話 やや低下 やや低下 やや低下 やや低下 低下 非常に低下 非常に低下

立ち上げり やや低下 やや低下 やや低下 やや低下 低下 非常に低下 非常に低下

移動 やや低下 やや低下 やや低下 やや低下 低下 低下 非常に低下

入浴 やや低下 やや低下 やや低下 やや低下 非常に低下 非常に低下 非常に低下

排泄 問題なし 問題なし やや低下 やや低下 非常に低下 非常に低下 非常に低下

食事 問題なし 問題なし 問題なし やや低下 やや低下 低下 非常に低下

認識力 問題なし 問題なし やや低下 やや低下 低下 非常に低下 非常に低下

支給限度額 50,320円 105,310円 167,650円 197,050円 270,480円 309,380円 362,170円

https://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3193.html


◎「要介護」の方を対象とした施設 
  （※グループホームについては要支援 2の方も対象となります。） 

 要介護認定・要支援認定の申請をし、要介護の認定を持っている方だけが利用で

きる施設です。 

 

✿特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設 通称特養） 
  介護を必要とする方のために、「終の棲家」となる生活の場と 24時間の介護サ

ービスの提供を目的とした施設です。原則要介護 3以上で、所得が低い方も入居

できる様な料金設定になっているため、入所待機者が多く、入居に時間がかかる

所が多くなっています。 

地域密着型特別養護老人ホームの場合は、原則施設が所在する市区町村に住民

票がある方だけが申し込めます。 

 利用料月額およそ 80,000 円～130,000円 

 

✿介護老人保健施設（通称老健） 
「在宅復帰のための拠点となる施設」「リハビリテーションを提供

し機能維持・改善の役割を担う施設」として位置づけられていて、

入所すると介護や看護の他に医師のサポートなどを受けることがで

きる施設です。 

要介護 1以上の認定を受けていて、病状が安定していて入院治療の必要がな

い、リハビリテーションを必要とする方が対象となっています。 

 入所期間は原則３か月。 

利用料月額およそ 90,000 円～200,000円 

 

✿介護医療院 
  長期療養を主目的としたサービスを提供する施設です。 

 「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」などの医療機能

と生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。要介護 1 以上の認定

を受けて、日常的な医学管理が必要な方が対象で、より医療依存度の

高い方をサポートする施設です。 

利用料月額およそ 100,000円～200,000円 

（＊ 2024年 3月末に介護療養型医療施設は廃止になります。） 

 

✿グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 
  基本的に要支援２・要介護の認定を受けた認知症高齢者を対象とし、少人数で

共同生活をおくる介護施設です。利用者が可能な限り自立した日常生活を送るこ

とができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流のも 

とで、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練な 

どのサービスを受けます。申し込みは、施設が所在する 

市区町村に住民票がある方だけが申し込めます。 

利用料月額およそ 100,000 円～200,000円   



✿介護付き有料老人ホーム 
 都道府県等の自治体から「特定施設入居者生活介護」に指定された施設で、食

事、入浴、排せつなどの日常生活における介護全般、リハビリテーションなどの機

能訓練、療養上の世話などのサービスが受けられます。また、施設によっては医療

処置を受けることもできます。入居費用の設定・入居要件も施設により異なり、

様々です。 
 

「要介護」の認定がなくても利用できる施設 
   

✿住宅型有料老人ホーム 
  自立した生活が可能な方から要支援・要介護認定を受けた方ま

で、幅広い方が入居できる有料老人ホームです。「介護付き」と異な

り、住宅型有料老人ホームで介護サービスを受ける場合は、外部の

事業者を通して介護サービスが提供されます。在宅介護の場合と同

じく、必要なサービスを各自で適宜組み合わせて利用するようなイ

メージです。 

 

✿健康型有料老人ホーム 
名前の通り、健康な高齢者を対象にした施設で、介護を要する状態になると、

退去を求められることになります。 

 

有料老人ホームは、介護保険での特定施設入居者生活介護の指定を受けて 

いる場合は、「要支援・要介護の認定を受けている方しか入ることはできな

い」といったように、施設によって利用できる対象者が違いますし、提供 

されるサービスの内容や提供の仕方が違います。 

そのため利用料も施設によって違いが大きくなっています。施設ごとの 

目的やサービス内容を十分確認する必要があります。 

 

✿サービス付き高齢者向け住宅（通称サ高住） 
  サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）は、高齢者を対象にしたバリアフリー

住宅です。一般の住宅と変わらないような自由度の高い生活ができ、なおかつ安

否確認や生活相談などのサービスが受けられます。 

 

「サービス付き高齢者向け住宅」の「サービス」とは、安否確認と生活相談のサ

ービスのことを指します。サ高住はこれらサービスの提供を義務付けられた施設

です。介護や看護、医療の資格を有する職員が日中に常駐し、それらのサービス

を提供します。    

 一方で食事の提供や生活支援、夜間の見守りといったサービスは、サ高住では

任意のサービスです。これらのサービスは施設によっては提供されない場合もあ

るので、サービス内容の詳細は事前によく確認しておくことをおすすめします。 



＊ケアハウス 

  身寄りがないなどで、家庭での生活が困難な 60歳以上の方

が、食事洗濯などの介護を受けられる福祉施設で、軽費老人ホ

ームのひとつです。一般（自立）型と介護型があります。一般

（自立）型は、夫婦の場合、どちらか一方が 60歳を超えてい

れば入居することができます。資産や所得の水準による入居の制限は特にあり

ません。介護型の入居条件は、原則 65歳以上かつ要介護度 1以上と、一般（自

立）型に比べればやや厳しい設定になっています。資産や所得などによる入居

の制限はありません。 

  

＊養護老人ホーム 

  一般的には「環境及び経済的理由で困窮している 65歳以上の高齢者」で「居

宅で養護を受けることが困難な高齢者」が対象となる施設です。入居の決定権

は市区町村にあるため、入居する際には市区町村が調査を行います。 

誰もが入居可能なわけではなく、調査によって入居を決定された高齢者のみ

が利用できます。 

 

詳細については、以下のガイドブックを参照してくだい。 

（市役所、いきいきサポートセンター、市民センター、図書館等に設置しています。） 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設・

介護医療院施設ガイド 

②  あなたと歩む介護保険   

③  介護サービス事業者ガイドブック（ハートページ） 
 

歳をとって体調の変化や、家族状況の変化等様々な事で、現在の生活を継続す

るのが難しくなったり、将来を見据えて等で、自宅以外の施設を考えたいと思う

ことも起こってくるでしょう。ぜひ「今」から、そういった場合にはどうしたい

のか、考えておくことが大事です。 

例えば、「自分一人でトイレに行けなくなったり、お風呂に入れなくなっても、

誰かに助けてもらって家にいたい。」とか、「自分一人の生活になったら、どこか

見守りを受けながら生活できる施設に入りたい。」等、考えておくことで、「今で

きる準備も変わってきます。終活ノートに「今考えていること」をまとめてみま

せんか。もちろん、全部書かなくても、また時間がたって気が変わり、書き直し

ても構わないのですから。 

   そして、人生会議（センター便り４号参照）についても考えてみませんか。 
 

【人生会議とは】  アドバンス・ケア・プランニング Advance Care Planning  

日本語では「 人生会議 」と言われています。 もしもの時のために、 あなたの大切にしていることや、望

み、どのような医療やケアを望んでいるかについて、自ら考え、またあなたの信頼する人たちと話し合うこ

とです。 

                                       

発行      藤沢市医師会在宅医療支援センター 

         藤沢市健康医療部 地域医療推進課 

問い合わせ先  藤沢市健康医療部 地域医療推進課  ☎ 0466-21-9993                          


